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CO385116
テキストボックス
重点番号31：普通地方公共団体の支出方法に災害時の立替払を加える見直し（内閣府）
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被害の程度 住家全壊
住家半壊

大規模半壊 その他

損害基準判定（住家の主要な構成要素の経済的被害の
住家全体に占める損害割合）

50％以上
40％以上

50％未満

20％以上

40％未満

・市町村が災害により被害を受けた住家の被害認定を迅速かつ的確に実施できるよう、住家の

経済的被害の標準的な調査方法を定めたもの

災害に係る住家の被害認定

1

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から
申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を
調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面を交付しなければならない。

（災害対策基本法第九十条の二）

■ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)

■災害の被害認定基準（平成13年内閣府政策統括官（防災担当）通知）

・災害時の被害状況の報告のため通達等で定めていた判断基準（「住家全壊」「住家半壊」等）に
ついて、各省庁に差異があったことから、昭和43年に統一（平成13年改定）

■災害に係る住家の被害認定基準運用指針（平成13年作成、平成30年最終改定）

4
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CO454825
テキストボックス
重点番号30：災害に係る住家の被害認定基準運用指針における混構造住家の判定方法の明確化（内閣府）
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住家の種類

『災害に係る住家の被害認定基準運用指針』は、住家を以下の

２種類に大別し調査方法を提示

■木造・プレハブ（※）

・在来工法（軸組工法）による木造住宅

・枠組壁工法による住宅

・木質系プレハブ住宅

・鉄骨系プレハブ住宅

※プレハブ：主要構造物に工業生産による規格化された部材を用い、

組立工法等簡易な施工方法で建設するもの。

■非木造

・鉄骨造

・鉄筋コンクリート造
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木造・プレハブ／非木造の具体例

＜木造・プレハブの例＞

木質系プレハブ工法

＜非木造の例＞

鉄筋コンクリート造
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